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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　少なくとも、デバイスが形成されるウエーハにイオン注入することにより内部にイオン
注入層を形成する工程と、該ウエーハのイオン注入した側の面を支持基板となる他のウエ
ーハと貼り合わせる工程と、前記貼り合わされたウエーハに対して熱処理を施し、前記イ
オン注入層を境界として剥離させる工程を含む貼り合わせウエーハの製造方法において、
前記剥離工程として、前記熱処理を施した後、前記イオン注入されたウエーハと支持基板
となるウエーハをそれぞれ真空吸着し、該真空吸着の際、前記イオン注入されたウエーハ
を、該ウエーハの中心から半径の３分の２より外側となる領域を真空吸着し、少なくとも
一方のウエーハを引き離すようにして前記イオン注入層を境界として剥離させることを特
徴とする貼り合わせウエーハの製造方法。
【請求項２】
　前記イオン注入されたウエーハを前記支持基板となるウエーハから引き離すようにして
前記イオン注入層を境界として剥離させることを特徴とする請求項１に記載の貼り合わせ
ウエーハの製造方法。
【請求項３】
　前記イオン注入されたウエーハを、該ウエーハの中心を基準として非対称に吸着するこ
とを特徴とする請求項１又は請求項２に記載の貼り合わせウエーハの製造方法。
【請求項４】
　前記イオン注入するウエーハとして、シリコンウエーハを用いることを特徴とする請求
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項１ないし請求項３のいずれか１項に記載の貼り合わせウエーハの製造方法。
【請求項５】
　内部にイオン注入層が形成されたウエーハを支持基板となるウエーハと貼り合わせた後
、前記イオン注入層を境界として剥離させるために使用する治具であって、少なくとも、
いずれか一方のウエーハを真空吸着するための吸着手段を有するウエーハ吸着用ステージ
と、他方のウエーハを真空吸着するための吸盤を有するウエーハ吸着盤とを具備し、該ウ
エーハ吸着盤の吸盤が、吸着すべきウエーハの中心から半径の３分の２より外側となる領
域を吸着する位置に設けられていることを特徴とする剥離用治具。
【請求項６】
　前記ウエーハ吸着用ステージのウエーハを吸着する側の面に、吸着すべきウエーハを位
置決めするためのピンが設けられていることを特徴とする請求項５に記載の剥離用治具。
【請求項７】
　前記ウエーハ吸着盤の吸盤が、吸着すべきウエーハを該ウエーハの中心を基準として非
対称に吸着する位置に設けられていることを特徴とする請求項５又は請求項６に記載の剥
離用治具。
【請求項８】
　前記ウエーハ吸着用ステージ及びウエーハ吸着盤の少なくとも一方のウエーハを吸着す
る側の面に、前記剥離を行う際に前記ウエーハ吸着用ステージとウエーハ吸着盤とが一定
の距離以下に近づくことを回避するための突出部が設けられていることを特徴とする請求
項５ないし請求項７のいずれか１項に記載の剥離用治具。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、シリコンウエーハ等の２枚のウエーハを用いて、いわゆるイオン注入剥離法
により貼り合わせウエーハを製造する方法、及びそれに使用する剥離用治具に関する。
【背景技術】
【０００２】
　高性能デバイス用のウエーハとして、半導体ウエーハを他のウエーハと貼り合わせて接
合させた貼り合わせウエーハが使用されている。貼り合わせウエーハは、支持基板となる
ベースウエーハと、デバイスが形成されるボンドウエーハとを貼り合わせて製造される。
例えば、鏡面研磨された２枚のシリコンウエーハの少なくとも一方のウエーハに酸化膜を
形成した後、これらのウエーハを貼り合わせる。必要に応じて２００～１２００℃の温度
で熱処理して結合強度を高めた後、ボンドウエーハを研削及び研磨等して所望の厚さまで
薄膜化する。このような方法により、ＳＯＩ（ｓｉｌｉｃｏｎ ｏｎ ｉｎｓｕｌａｔｏｒ
）層が形成された貼り合わせＳＯＩウエーハを製造することができる。
【０００３】
　また、貼り合わせウエーハの他の製造方法として、イオン注入剥離法と呼ばれる方法が
ある。例えば酸化膜が形成されたシリコンウエーハ（ボンドウエーハ）に水素イオン等の
イオンガスを注入して内部にイオン注入層（微小気泡層）を形成した後、ベースウエーハ
と貼り合わせる。なお、酸化膜を介さずに直接シリコンウエーハ同士を貼り合わせること
もあるし、ベースウエーハとして、石英、炭化珪素、アルミナ等の絶縁性ウエーハが用い
られる場合もある。
【０００４】
　貼り合わせ後、ボンドウエーハ内のイオン注入層を境界として剥離する。この剥離工程
では、貼り合わされたボンドウエーハとベースウエーハに対し、例えば５００℃程度の熱
処理（剥離熱処理）を施す。剥離熱処理により、イオン注入層は原子レベルでの割れが生
じ、さらに機械的に負荷をかけることでボンドウエーハ内のイオン注入層を境界として剥
離（分離）されることになる。このようなイオン注入剥離法によれば、より厚さが均一で
薄いＳＯＩ層（活性層）が形成された貼り合わせウエーハを製造することができる。そし
て、製造された貼り合わせＳＯＩウエーハは、活性層上にデバイスが形成されることにな
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る。
【０００５】
　上記のように貼り合わせウエーハを製造する際、イオン注入層等で完全に剥離させるた
めの方法として、イオン注入層等の剥離すべき部分に楔を挿入する方法、ガス等の流体を
噴射する方法、あるいは、一方のウエーハを吸着保持し、他方のウエーハの中央部をガス
等で加圧するとともに、イオン注入層等の剥離すべき部分に加圧ガスを供給する方法が提
案されている（特許文献１参照）。
　しかし、ベースウエーハとボンドウエーハを貼り合わせたとき外周には未結合部が生じ
ているが、イオン注入層に楔を挿入するとなると、特に未結合部が狭い場合には楔によっ
て活性層にダメージを与える可能性が極めて高い。
　また、イオン注入層は極めて薄い層であるので、その部分に楔を挿入したり、ガス噴射
を行うことは極めて困難である。
【０００６】
　他の剥離方法として、図８（Ａ）（Ｂ）に示したような板状の治具３０を用いてウエー
ハをスライドさせて分離する方法が提案されている（特許文献２参照）。剥離熱処理後、
図８（Ａ）のように熱処理ボート３５に支持されているウエーハ３８を、治具３０の支持
面３１上に載せて鉤状部３２で支持する。そして、図８（Ｂ）のように治具３０を傾斜さ
せると、イオン注入層を境界として下側の部分、すなわちベースウエーハ上に活性層が形
成された貼り合わせウエーハはストッパー３３により移動が阻止される一方、上側の部分
、すなわちボンドウエーハの残りの部分（剥離ウエーハ）は自重により段差部３４まで滑
り落ちて分離されることになる。
　このようなスライド式の治具３０では剥離作業を比較的容易に行うことができるが、自
重により剥離を行うため、スムーズに剥離しない場合や、得られた貼り合わせウエーハの
表面（活性層）にパーティクルが局所的に異常に付着している場合がある。
【０００７】
【特許文献１】特開２００１－２３０３９３号公報
【特許文献２】特開２００３－４６０７０号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００８】
　以上の点に鑑み、本発明は、イオン注入剥離法により貼り合わせウエーハを製造する際
、ウエーハや活性層にダメージを与えず、容易にかつ確実に剥離を行うことができ、パー
ティクルの付着が抑制された貼り合わせウエーハを製造する技術を提供することを目的と
する。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　本発明によれば、少なくとも、デバイスが形成されるウエーハにイオン注入することに
より内部にイオン注入層を形成する工程と、該ウエーハのイオン注入した側の面を支持基
板となる他のウエーハと貼り合わせる工程と、前記貼り合わされたウエーハに対して熱処
理を施し、前記イオン注入層を境界として剥離させる工程を含む貼り合わせウエーハの製
造方法において、前記剥離工程として、前記熱処理を施した後、前記イオン注入されたウ
エーハと支持基板となるウエーハをそれぞれ真空吸着し、少なくとも一方のウエーハを引
き離すようにして前記イオン注入層を境界として剥離させることを特徴とする貼り合わせ
ウエーハの製造方法が提供される。
【００１０】
　すなわち、イオン注入剥離法において、貼り合わされたウエーハに剥離熱処理を施した
後、両側のウエーハをそれぞれ真空吸着して少なくとも一方のウエーハを引き離すように
すれば、ウエーハや活性層にダメージを与えずに剥離させることができる。また、両側の
ウエーハを真空吸着した上で強制的に引き離すので、容易にかつ確実に剥離させることが
でき、剥離後、パーティクルの付着が極めて効果的に抑制された貼り合わせウエーハを製
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造することができる。
【００１１】
　この場合、前記イオン注入されたウエーハを前記支持基板となるウエーハから引き離す
ようにして前記イオン注入層を境界として剥離させることが好ましい。
　イオン注入されたウエーハ、すなわちボンドウエーハをベースウエーハから引き離すよ
うにしてイオン注入層で剥離させれば、貼り合わせウエーハ等へのダメージを確実に防ぐ
ことができるとともに、より容易に剥離を行うことができる。
【００１２】
　前記イオン注入されたウエーハを、該ウエーハの中心から半径の３分の２より外側とな
る領域を真空吸着することが好ましい。
　すなわち、ボンドウエーハの外側領域を真空吸着すれば、一層容易に剥離させることが
できる。
【００１３】
　また、前記イオン注入されたウエーハを、該ウエーハの中心を基準として非対称に吸着
することが好ましい。
　ボンドウエーハを非対称に吸着すれば、対称に吸着して剥離する場合よりも弱い力で剥
離させることができる。
【００１４】
　前記イオン注入するウエーハとして、シリコンウエーハを用いることができる。
　ボンドウエーハとしてシリコンウエーハを用いた貼り合わせウエーハは需要が高く、本
発明を適用することで、例えばＳＯＩ層にダメージが無く、パーティクルの付着も極めて
抑制された高品質の貼り合わせＳＯＩウエーハを製造することができる。
【００１５】
　さらに本発明によれば、内部にイオン注入層が形成されたウエーハを支持基板となるウ
エーハと貼り合わせた後、前記イオン注入層を境界として剥離させるために使用する治具
であって、少なくとも、いずれか一方のウエーハを真空吸着するための吸着手段を有する
ウエーハ吸着用ステージと、他方のウエーハを真空吸着するための吸盤を有するウエーハ
吸着盤とを具備することを特徴とする剥離用治具が提供される。
【００１６】
　このように貼り合わせ後のボンドウエーハとベースウエーハをそれぞれ真空吸着する剥
離用治具であれば、真空吸着された各ウエーハを互いに引き離すことで、ウエーハや活性
層にダメージを与えることなく、イオン注入層を境界として容易にかつ確実に剥離するこ
とができる。
【００１７】
　この場合、前記ウエーハ吸着用ステージのウエーハを吸着する側の面に、吸着すべきウ
エーハを位置決めするためのピンが設けられたものとすることが好ましい。
　すなわち、ウエーハ吸着用ステージに位置決め用のピンを設けた治具であれば、剥離前
のウエーハを所定の位置で確実に吸着することができ、剥離作業を一層容易に行うことが
できるものとなる。
【００１８】
　また、前記ウエーハ吸着盤の吸盤が、吸着すべきウエーハの中心から半径の３分の２よ
り外側となる領域を吸着する位置に設けられていることが好ましく、また、吸着すべきウ
エーハを該ウエーハの中心を基準として非対称に吸着する位置に設けられていることが好
ましい。
　ボンドウエーハの外側領域を吸着する位置、あるいはボンドウエーハの中心を基準とし
て非対称に吸着する位置に吸盤が設けられていれば、小さい力で容易に剥離させることが
できるものとなる。
【００１９】
　また、前記ウエーハ吸着用ステージ及びウエーハ吸着盤の少なくとも一方のウエーハを
吸着する側の面に、前記剥離を行う際に前記ウエーハ吸着用ステージとウエーハ吸着盤と
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が一定の距離以下に近づくことを回避するための突出部が設けられていることが好ましい
。
　このような突出部を設けておけば、吸着用ステージと吸着盤とを一定の距離に近づけて
それぞれウエーハを確実に吸着することができ、ウエーハにウエーハ吸着盤が衝突してキ
ズを付けてしまうこともなく、剥離作業を一層容易にかつ確実に行うことができるものと
なる。
【発明の効果】
【００２０】
　本発明によれば、イオン注入剥離法により貼り合わせウエーハを製造する際、貼り合わ
された２枚のウエーハに剥離熱処理を施した後、両側のウエーハをそれぞれ真空吸着して
少なくとも一方のウエーハを引き離すようにしてイオン注入層を境界として剥離させるこ
とができる。これにより、ウエーハや活性層にダメージを与えずに剥離させることができ
る。また、両ウエーハを真空吸着した上で強制的に引き離すので、イオン注入層で容易に
かつ確実に剥離させることができ、パーティクルの付着が極めて抑制された貼り合わせウ
エーハを製造することができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２１】
　以下、添付の図面を参照しつつ、本発明について具体的に説明する。図１は本発明に係
る剥離用治具の一例を概略的に示している。また、図２はボンドウエーハとベースウエー
ハとを貼り合わせた後に治具１を用いてイオン注入層で剥離を行う様子を概略的に示して
いる。この剥離用治具１は、主に、ウエーハ吸着用ステージ２と、ウエーハ吸着盤３とか
ら構成されている。
【００２２】
　ウエーハ吸着用ステージ２の吸着面の中央部には、吸着すべきウエーハ８ａの全面を均
等に真空吸着できるように真空路９及び真空ポンプに通じる溝４が形成されており、真空
溝４の周囲にはＯ－リング６が設けられている。また、Ｏ－リング６の外側には、剥離を
行う際にウエーハ吸着用ステージ２とウエーハ吸着盤３とが一定の距離以下に近づいてウ
エーハに衝突することを回避するための突出部５が設けられている。
【００２３】
　ウエーハ吸着盤３には、ウエーハ８ｂを真空吸着するための吸盤７ａ，７ｂが設けられ
ている。これらの吸盤７ａ，７ｂは、吸着すべきウエーハ８ｂをウエーハの中心を基準と
して非対称に吸着する位置に設けられている。また、各吸盤７ａ，７ｂは、ウエーハの中
心から半径の３分の２より外側となる領域を吸着する位置に設けられている。これらの吸
盤７ａ，７ｂは、真空路１０を通じてウエーハ８（８ｂ）を真空吸着することができる。
吸盤７ａ，７ｂの材質は、ウエーハ８にキズを付けたり汚染せずに吸着できるものとし、
例えばシリコーンゴム製の吸盤を好適に採用することができる。
　なお、吸着用ステージ２及び吸着盤３のそれぞれの本体の材質は、ウエーハ８（８ａ，
８ｂ）を汚染しないものであれば特に限定されず、プラスチック、セラミックス等を使用
でき、例えばＰＥＥＫ（ポリエーテルエーテルケトン）製のものを好適に使用できる。
【００２４】
　図３は本発明に係る剥離用治具の他の例を概略的に示している。また、図４はこの治具
１１を用いて剥離を行う様子を概略的に示している。
　この剥離用治具１１も、ウエーハ吸着用ステージ１２とウエーハ吸着盤１３とを具備し
ている。吸着用ステージ１２の吸着面には、ウエーハ８ａを真空吸着するための溝（不図
示）とＯ－リング６が設けられている。また、Ｏ－リング６の外側には、吸着すべきウエ
ーハ８ａを位置決めするためのピン１６が設けられている。なお、位置決め用のピン１６
は、図１で示した接触回避用の突出部５と兼用させてもよい。
　ウエーハ吸着盤１３には、図１の吸着盤３と同様、吸盤１７ａ，１７ｂが、吸着すべき
ウエーハ８ｂの中心から半径の３分の２より外側となる領域を非対称に吸着する位置に設
けられている。
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【００２５】
　次に、剥離用治具１を用いて貼り合わせウエーハを製造する方法について説明する。図
５は、本発明により貼り合わせＳＯＩウエーハを製造する方法の一例を示すフロー図であ
る。
　まず、支持基板となるベースウエーハ２１と、デバイスが形成されるボンドウエーハ２
２として２枚の鏡面化されたシリコンウエーハを用意する（図５（ａ））。
　そして、少なくとも一方のウエーハ、ここではボンドウエーハ２２を熱酸化し、表面に
例えば０．１μｍ～２．０μｍ厚の酸化膜２３を形成する（図５（ｂ））。
【００２６】
　表面に絶縁膜（酸化膜）２３を形成したボンドウエーハ２２の片面に対して水素イオン
を注入し、イオンの平均進入深さにおいて表面に平行なイオン注入層（微小気泡層）２４
を形成する（図５（ｃ））。このときの注入温度は例えば２５～４５０℃とすることがで
きる。なお、水素イオンのほかに、例えば希ガスイオンあるいは、これらの両方を注入す
ることもできる。
【００２７】
　水素イオン注入したボンドウエーハ２２のイオン注入した側の面を、ベースウエーハ２
１と貼り合わせる（図５（ｄ））。常温の清浄な雰囲気下で２枚のウエーハ２１，２２の
表面同士を接触させることにより、接着剤等を用いることなくウエーハ同士が接合する。
【００２８】
　貼り合わせ後、ボンドウエーハ２２内のイオン注入層２４を境界として剥離する（図５
（ｅ））。
　貼り合わされたベースウエーハ２１とボンドウエーハ２２に対し、例えば、不活性ガス
雰囲気下約５００℃の熱処理（剥離熱処理）を施す。このような剥離熱処理により、イオ
ン注入層２４において原子レベルでの割れが生じる。そこで、完全に剥離させるため、本
発明に係る剥離用治具１を用いる。例えば、ベースウエーハ２１側を吸着用ステージ２で
真空吸着し、ボンドウエーハ２２側を吸着盤３で真空吸着する。次いで、吸着用ステージ
２を固定した状態で吸着盤３を引上げてボンドウエーハ２２をベースウエーハ２１から引
き離す。これにより吸盤７ａ，７ｂに吸着されたボンドウエーハ２２の外側領域が反る形
でボンドウエーハ２２内のイオン注入層２４を境界として剥離させることができる。
　なお、剥離の際、ベースウエーハ２１をボンドウエーハ２２から引き離すようにしても
よいし、両ウエーハ２１，２２を互いに引き離すようにして剥離を行ってもよい。
【００２９】
　このようにイオン注入層２４で剥離されることで、剥離ウエーハ２５と、ＳＯＩウエー
ハ２６（ＳＯＩ層２７＋埋め込み酸化膜２３＋ベースウエーハ２１）に分離し、貼り合わ
せＳＯＩウエーハ２６を得ることができる（図５（ｆ））。
　貼り合わせ後のボンドウエーハとベースウエーハは、外周部において一般的に１ｍｍ～
２ｍｍ程度の幅の未結合部が生じているが、本発明に係る剥離用治具１では、ボンドウエ
ーハの側面からイオン注入層を狙って楔等を差し込むことも無いので、ベースウエーハ２
１上に形成された酸化膜２３とＳＯＩ層２７、あるいは貼り合わせウエーハ２６にダメー
ジやキズを与えることもない。また、両ウエーハを真空吸着した上で強制的に引き離すの
で、イオン注入層で容易にかつ確実に剥離させることができ、パーティクルの付着が極め
て抑制された貼り合わせウエーハ２６を製造することができる。
【００３０】
　なお、ボンドウエーハ２２の中央部を吸着してもよいが、ボンドウエーハ２２の中央部
を吸着した場合よりも外側領域を吸着した方が弱い力で剥離を行うことができる。特に、
ボンドウエーハ２２の中心から半径の３分の２より外側となる領域を吸盤７ａ，７ｂで吸
着すれば、ボンドウエーハ２２の外側領域を確実に反らせる形で引き離すことができ、容
易に剥離させることができる。
　また、ボンドウエーハ２２の中心を基準に対称にあるいは全周を吸着してもよいが、中
心を基準に対称にあるいは全周を吸着した場合よりも非対称に吸着した場合の方が弱い力
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で容易に剥離させることができる。
【００３１】
　あるいは、ボンドウエーハ２２を吸着用ステージ２で真空吸着し、ベースウエーハ２１
を吸着盤３で真空吸着して剥離を行うこともできる。ただし、ベースウエーハ２１側の外
側領域を吸着してボンドウエーハ２２から引き離そうとすると、製品となる貼り合わせウ
エーハ２６の外側領域が反る形となり、その負荷が外周付近のＳＯＩ層に影響するおそれ
があるので、前記のようにボンドウエーハ２２を吸着盤３で真空吸着してベースウエーハ
２１から引き離すようにして剥離させることが好ましい。
【００３２】
　さらに、吸着から剥離までの一連作業を自動化することもできる。例えば、吸着用ステ
ージ２でベースウエーハ２１側を真空吸着した後、吸着盤３が自動的に下降してボンドウ
エーハ２２側を真空吸着する。そして、吸着後、吸着盤３が自動的に上昇するように構成
すれば、剥離工程をほぼ自動的に行うことが可能となる。
【００３３】
　剥離後、ベースウエーハ２１とＳＯＩ層との結合力をより高めるために、あるいはＳＯ
Ｉ層２７の表面を平坦化させるために、例えば不活性ガス、水素ガス、あるいはこれらの
混合ガス雰囲気下、１０００～１３００℃の範囲の熱処理を行ってもよい。
【実施例】
【００３４】
　以下、本発明の実施例及び比較例について説明する。
（実施例）
　直径２００ｍｍのシリコンウエーハを用い、図５に示したフローに従ってＳＯＩウエー
ハを製造した。
　具体的には、ボンドウエーハに水素イオンを注入し、ベースウエーハと貼り合わせた後
、剥離熱処理（アルゴンガス雰囲気、約５００℃、３０分間）を施した。次いで、図１に
示したような剥離用治具１を用い、ベースウエーハ側を吸着用ステージで真空吸着し、さ
らに、ボンドウエーハ側の外縁から１０ｍｍ以内の領域を吸着盤で真空吸着した。そして
、吸着用ステージを固定した状態で吸着盤を引上げることによりボンドウエーハをベース
ウエーハから引き離すようにしてボンドウエーハ内のイオン注入層を境界として剥離させ
た。
【００３５】
　得られた貼り合わせウエーハのＳＯＩ層上のパーティクル（０．５μｍ以上）をパーテ
ィクルカウンタ（ＫＬＡテンコール社製、ＳＰ－１）を用いてカウントした。
　図６（Ａ）は４８枚のＳＯＩウエーハのパーティクル数と度数を示している。図６（Ａ
）に見られるように、４３枚（約９０％）のＳＯＩウエーハではパーティクル数は５個以
下であり、残りの５枚でもパーティクル数は最大８個であった。平均パーティクル数は２
．６個であった。
　また、図７（Ａ）は吸盤の位置とパーティクルの発生状況の一例を示している。パーテ
ィクルの局所的な異常発生は見られなかった。
【００３６】
（比較例）
　実施例と同様のシリコンウエーハを用いて貼り合わせ及び剥離熱処理を行った後、図８
に示したようなスライド式の治具３０を用いて剥離を行った。得られた貼り合わせウエー
ハのＳＯＩ層上のパーティクル（０．５μｍ以上）をカウントした。
　図６（Ｂ）は１３２枚のＳＯＩウエーハのパーティクル数と度数を示している。５５枚
（約４２％）ではパーティクル数が５個以下であったが、３６枚（約２７％）では６～１
０個、残りのウエーハでは１１個以上カウントされ、最大１８５個のパーティクルがカウ
ントされた。平均パーティクル数は１３．３個であった。
　また、図７（Ｂ）はパーティクルの発生状況の一例を示している。局所的にパーティク
ルが異常発生していることがわかる。
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【００３７】
　本発明は、上記実施形態に限定されるものではない。上記実施形態は単なる例示であり
、本発明の特許請求の範囲に記載された技術的思想と実質的に同一な構成を有し、同様な
作用効果を奏するものは、いかなるものであっても本発明の技術的範囲に包含される。
【００３８】
　例えば、本発明に係る剥離用治具は、図１－４に示した態様のものに限定されず、例え
ば、吸着盤の吸盤の形状、数、位置等、吸着用ステージの真空溝の形状、配置等は適宜設
計すればよい。また、吸着用ステージの吸着手段として、吸着盤と同様の吸盤を用いても
よい。
　また、剥離熱処理後の貼り合わせウエーハを垂直に支持した状態で水平方向から吸着及
び剥離を行ってもよい。
【００３９】
　さらに、上記実施態様では、２枚のシリコンウェーハからＳＯＩウェーハを製造する場
合について説明したが、イオン注入剥離法により貼り合わせウエーハを製造する場合であ
れば、ボンドウエーハとベースウエーハの材質や大きさは特に限定されず、例えば、ボン
ドウエーハとしてＧａＡｓ等の化合物半導体ウェーハを用いる場合、ベースウエーハとし
て炭化珪素、アルミナ等の絶縁性ウエーハを用いる場合等にも本発明は当然適用すること
ができる。
【図面の簡単な説明】
【００４０】
【図１】本発明に係る剥離用治具の一例を示す概略図である。
【図２】図１の剥離用治具をウエーハに吸着させた状態を示す概略図である。
【図３】本発明に係る剥離用治具の他の例を示す概略図である。
【図４】図３の剥離用治具をウエーハに吸着させた状態を示す概略図である。
【図５】本発明に係る貼り合わせウエーハの製造方法の一例を示すフロー図である。
【図６】パーティクル数と度数を示す図である。（Ａ）実施例　（Ｂ）比較例
【図７】パーティクルの発生状況の一例を示す図である。（Ａ）実施例　（Ｂ）比較例
【図８】従来の剥離用治具（スライド式）の一例を示す概略図である。
【符号の説明】
【００４１】
　１，１１…剥離用治具、　２，１２…ウエーハ吸着用ステージ、　３，１３…ウエーハ
吸着盤、　４…真空溝、　５…接触回避用突出部、　６…Ｏ－リング、　７ａ，７ｂ，１
７ａ，１７ｂ…吸盤、　８…貼り合わせウエーハ（剥離前）、　９，１０…真空路、　１
６…位置決めピン、　２１…ベースウエーハ、　２２…ボンドウエーハ、　２３…酸化膜
、　２４…イオン注入層、　２５…剥離ウエーハ、　２６…貼り合わせウエーハ、　２７
…ＳＯＩ層（活性層）。
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